
重 要 事 項 説 明 書

ちゅらさん デイサービスセンター

(地域密着型通所介護事業・介護予防通所介護サービス事業)

ちゅらさん デイサービスセンター

(地域密着型通所介護事業・介護予防通所介謹サービス事業)の概要

事業者名   ちゆらさん デイサービスセンター

所在地     富山市 L袋 712 TEL0 7 6-494-8281

管理者    野口 兼太郎

2.職員配置体制

資  格 人数 業務かl容

管理者 施設長 】名 業務管理 。指導

生活相談員 介護福祉士等 2名以上 生ユ薔・福祉相談等

機能誹1練指導員 看護師等 2名以上 生活 ジハどリ

看護職員 看護師等 2名以上
日常生活支援等

介護職員 介護福祉士等 2名以上

3.サービス提供時間と実施地域及び定員

開設日   月曜日～土曜日

(但し、日・祝日、年末年始(12/31～ 1/3)は休業とするが、臨時に営業することもある)

時間帯   9時 ～17時まで(延長時間 :8～9時、17時～20時 )

実施地域  富山地域 (十日宮山市)

定  員  18名

4.内 容

利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるように、日常生活上の世話、

及び機能訓練などを提供します。

*健康チェック (血圧、体温測定など)

*レクリエーション (カ ラオケ、ゲーム、囲碁など)

*日 常生活上の世話 (食事介助、排泄介助、入浴介助など)

*機能訥1練



基本単位 サービス提供体制強化 I

要支援 1 1, 798円 /月 88門 /月

要支援 2 3 621「 1ノ/月 176円 /月

5.利用料と支払方法

◎介護予防通所介護サービス事業費

(介護予防通所介護サービス事業報翔‖費の 1割～3割負担です。)

※ 1割負担

◎地域密着型通所介護費 (介護報酬費の1割～3割負担です)

※1割負担

◎力田算費 (介護報酬費の 1割～3割負担です)

※1割負担

◎中山間地域等提供力日算

中山FR電地域等提供力H算 1か月あたり所定単位 X 5%

◎介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算 (I) 1か月あたり所定単位 X 9.2%

*区分支給限度基準額の算定対象から除外されます

基 本 単 位

3H～ 4H 4H～ 5H 5子1-6H 6H～ 7H 7H～ 811 8H～ 9H

要介護 1 416円 436円 65711] 678円 753四 783円

要介護 2 478円 501円 776円 801円 890円 925F弓

要介護 3 540岡 566円 896門 925円 1,032,1] 1,072円

要介護 4 600円 629円 1,013円 1,049円 1,172円 1,220円

要介護 5 663F11 695円 1,134円 1,172円 1,3121■ l 1,365円

加 算 ≠ヤ

サービス提供体制強化加算 I 入浴加算 I 科学的介護推進体制加算 I

22門 /日 40円 /国 40円 /月
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◎地域区分加算

富山市 (7級地) 1か月あたり所定単位 X 10.14

*但 し、認定で非該当となつた場合及び保険料精納による給付制限がある場合等は全額

お支払い頂きます。

◎食事代  650 円

◎その他、おむつ代、日用品費等は実費相当額を徴収させて頂きます。

◎お支払いは月ごとに精算とし、現金又は日座より引落しさせていただく方法を契約の際に選択して

ください。

なお残高不足の場合は、事務所より連絡しますので現金を持参していただくか、または銀行振込で

お願い致します。

キャンセル

(1) 契約者がサービスの利用の中止をする場合は、速やかに各利用事業所にご連絡ください。

(2) 契約者の都合でサービスを中止する場合は、できるだけサービス利用の蔵な翔までにご連絡く

ださい。和↓用日当日の中止は1, 000円 のキャンセル料をいただきます。但し、契約者の容

態の急変など、緊急やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。 (介護予防通

所介護サービス事業は除く)

7.緊急時の対応

事業者は、現に各サービスを提供している時に契約者の状況に急変が生じた場合、その他

必要な場合は、速やかに家族または主治医等に連絡をとる等の措置を講じます。

緊急時連絡先 L主治医等に関する連絡先は、ケースファイル作成時にお聞きします。

8.虐待防止について

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体常Jの整備を行うとともに、

従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。

9, ハラスメント対策
(1)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指し

ます。

(2)利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷の迷惑行為、

セクシャルハラスメントなどの行為を禁上します。



10。 相談窓日、苦情対応

サービ スに関する相談、要望、苦情等は下記までお申し出ください。

☆昔情等受付☆ 電 話   076-494-8281
受 付 担 当 者 :野 口 兼 太 郎 (管 理 者 )

解 決 責 任 者  : 野 口 雅 司 (代表取締役 )

その他の苦情受付機関に関しては、次の通りです。

地域密着型通所介護事業・介護予防通所介護サービス事業を利用されるにあたり、

本書面により重要事項について説明を行いました。

日

説明者

事業者名 :ちゆらさんデイサービスセンター

地域密着型通所介護事業・介護予防通所介護サービス事業を利用するにあたり、

本書面により重要事項について説明を受けました。

令和   年   月

令和   年   月   日

利  用  者

富山市役所介護保険課

(その他各行政サービス

センター)

富曲市新桜町 7‐38

076‐ 443・ 2041～ 3

月～金  8:30～ 17:15

所 在 地

電話番号

受付時間

富山県国民健康保険団体連合会

(国保連)

富山市下野字豆田 995・ 3

076‐ 431・ 9833

月～金 8:80～ 17:00

所 在 地

電話番号

利用時間

富山県福祉サービス運営

適正rヒ委員会

富出市安住町 5‐21

富曲県社会福祉協議会内

076。 432‐ 3280

月～金 9:00～ 16:00

所 在 地

電話番号

利用時間

代理人又は立会人


